
労働者協同組合法（令和４年10月から施行）

「労働者協同組合」とは、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原
理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら、地域社会の課題を解決していこう
という、新しい法人制度です。

令和４年10月に施行された労働者協同組合法は、この労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定
めた法律です。

この法律では、労働者協同組合は、
以下（１）から（３）の基本原理に従い、
持続可能で活力ある地域社会に資する事業を
行うことを目的とするよう定めています。
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労働者協同組合法成立の背景と労働者協同組合に求められる役割

令和２年12月、労働者協同組合法が
全会一致で国会で成立・公布（令和４年10月施行）

【ポイント】
○ 労働者協同組合は、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組む
ための選択肢の一つ。

○ 各地域で様々な事業が展開され、我が国の地域づくりの中で重要
な役割を担うことが期待されている。

○ 我が国では、少子高齢化が進む中、人口の減少する地域において、介護、障害福祉、子育て支援、
地域づくりなど幅広い分野で、多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされています。

○ これらの多様なニーズに応え、担い手となろうとする人々は、それぞれのさまざまな生活スタイ
ルや多様な働き方が実現されるよう、NPOや企業組合といった法人格を利用し、あるいは任意団体
として法人格を持たずに活動しています。

○ しかし、これら既存の枠組みでは、出資ができない、営利法人である、財産が個人名義となるな
ど、いずれも一長一短があることから、多様な働き方を実現しつつ地域の課題に取り組むための新
たな組織が求められています。

背景
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新規設立と組織変更

による設立の法人数

分野の例

労働者協同組合の設立状況（概要）

「副業・兼業で提供する、

子どもによるメディアの制作体験」

労働者協同組合こども編集部

（兵庫県神戸市）

・キャンプ場の経営

・葬祭業、成年後見支援

・メディア制作体験

・地元産鮮魚販売、給食の
お弁当づくり

・カフェ、フェスティバル
運営

・高齢者介護

・生活困窮者支援

・子育て支援

・障害福祉

・清掃、建物管理

・家事代行

令和６年７月８日時点で１都１道２府27県で計95法人が設立されています。

※ 北海道、宮城県、山形県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、

大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

※  うち、非営利性を徹底した組合であることについて都道府県知事の認定を受けている特定労働者協同組合は８法人

３

「地域の困り事解決のため、

住民による地域づくりを仕事に」

労働者協同組合うんなん

（島根県雲南市）

「経験豊かな高齢者が

いきいきと働ける場づくり」

労働者協同組合上田

（長野県上田市）

「ケアワーカーによる

自分らしいケアの追求」

労働者協同組合あるく

（熊本県熊本市）

新規設立
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組織変更
20企業組合からの組織変更

→18法人
NPO法人からの組織変更
→２法人



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

4 8 10 13 16
24 28

37
43 46 48 50 51 54 56 58 61

67 71 73 74

2
2

2

9

9
9

9 9 9 9
10 11 12

13
13

20 20 20

労働者協同組合累計設立数推移

新規設立 組織変更

労働者協同組合の設立数の推移状況（令和６年６月時点）

４

令和５年1月15団体
組織変更２
新規設立13

令和5年4月37団体
組織変更9

新規設立28

令和5年10月60団体
組織変更9

新規設立51

令和6年６月94団体
組織変更20団体のうち
企業組合から→18団体
NPO法人から→2団体

（累計設立数）

令和４年度

26団体設立

令和５年度

54団体設立

（注） 各月の値は、各月末時点で厚生労働省勤労者生活課が把握している累計設立数。
（出所）国税庁法人番号サイト、経済産業省G ビズインフォ、官報等より厚生労働省勤労者生活課が把握しているものを基に作成。

令和６年度

令和6年６月 94団体
組織変更20

新規設立74

（１都１道２府27県）



労働者協同組合の主な特色

労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能。※許認可等が必要な事業についてはその規制を受ける。

介護・福祉関連（訪問介護等）、子育て関連（学童保育等）、地域づくり関連（農産物加工品販売所等の拠点整備等） 等

（１）地域における多様な需要に応じた事業ができる

NPO法人（認証主義）や企業組合（認可主義）と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法
律の要件を満たし、登記をすれば法人格が付与される（準則主義）。※都道府県庁の指導監督あり。

これらの法人よりも少ない人数である、3人以上の発起人が揃えば設立可能。

（３）簡便に法人格を取得でき、契約などができる

組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護される。

（５）組合員は労働契約を締結する必要がある

配当を行う場合、出資額に応じてではなく、組合の事業に従事した分量に応じて行う。

（６）出資配当はできない（非営利）

事業の実施に当たり、組合員の間で、平等の立場で、話し合い、合意形成をはかる。

法人の定款にどのように意見反映を行うか明記。意見反映状況とその結果は総会報告事項。

（４）意見反映の重視

株式会社と異なり、出資額にかかわらず、組合員は平等に１人１個の議決権と選挙権。

（２）組合員の議決権、選挙権は平等
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特設サイト、メールマガジンによる情報発信
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労働者協同組合法の特設サイト「知りたい！労働者協同組合法」では好事例動画や記事、労働者協同組合関係者へ

のインタビュー記事等を掲載しています。毎月新しい記事を更新しますので要チェック！

また、労働者協同組合のホットトピックをお伝えするメルマガ、「ろうきょうマガジン」の配信を行っています。

例えばここには…..

こちらには…..

６

https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/
https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/magazines
https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/magazines
https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/


労働者協同組合の好事例動画

1★1 労働者協同組合

ワーカーズ・コレクティブ・キャリー

★4 労働者協同組合こども編集部

★2 ＣａｍｐｉｎｇＳｐｅｃｉａｌｉｓｔ

労働者協同組合

★3 労働者協同組合コモンウェーブ

厚生労働省公式YouTubeにおいて、労働者協同組合の好事例動画を掲載しています。今後も随時更新をしてまいりま

すので、是非チェックしてみてください。

再生リストのご案内

その他

・労働者協同組合法の解説

・これまでに開催した

フォーラムのアーカイブ

を再生リストとしてまとめ

ていますので、こちらも是

非ご覧ください。

７

“NEW“
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